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ルプレイ等を内容としたペアレント・トレーニングを提供することにより、健全な親子関係

の形成を支援するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士の横のつながりの構築を

支援します。 

単位 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

人 159 157 157 155 156

人 159 157 157 155 156確保の内容

量の見込み

 

 

（19）妊婦等包括相談支援事業 

対象年齢 

妊娠期 
乳幼児期 

 
学童期 思春期 青年期 

ポスト青年

期 

○ ○      

 妊婦及びその配偶者等（以下、妊婦等という）に対して、面談を行うことにより、妊婦等

の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育て

に関する情報の提供、相談その他の援助を行います。 

単位 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

回 60,696 55,750 56,122 56,417 56,878

こども家庭センター 回 60,696 55,750 56,122 56,417 56,878

上記以外で業務委託 回

量の見込み

確保の内容

 

 

（20）乳児等通園支援事業 【こども誰でも通園制度】 

対象年齢 
妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 ○     

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育

て家庭への支援を強化することを目的として、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定

時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる給付制度

を実施します。 

乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に

関する体制の確保として、乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用への円滑な

移行を支援していきます。 

 令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、

令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施が予定されています。 

単位 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

人 733 676 559 473 457

人 942 887 760 670 646確保の内容

量の見込み

 

【こども青少年局】 

【こども青少年局】 
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 こども青少年局 

取組名 地域型保育事業連携支援事業 

対象年齢 
妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇     

概要 

保護者の多様な保育ニーズと低年齢児の保育需要に対応するため実施する

地域型保育事業について、「保育内容の支援」・「代替保育」・「３歳児の受入」

を行う連携施設の確保を促進するため、代替保育や交流事業の実施等に必要

な経費を支給します。 

施策指標 ・連携施設の確保の割合 
現状値（令和 5 年度） 

65.3% 

 

 こども青少年局 

取組名 一時預かり事業（幼稚園在園児対象） 

対象年齢 
妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 ○     

概要 
保護者のニーズに応じて、幼稚園で教育時間終了後や長期休業期間中に預

かり保育を行います。 

 

【重点施策】在宅等育児への支援 

  こども青少年局 

取組名 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

対象年齢 
妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇     

概要 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子

育て家庭への支援を強化することを目的として、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月

一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる給付

制度を実施します。 

乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進

に関する体制の確保として、乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の利用への円

滑な移行を支援していきます。 

施策指標 ・認定数に対する受入枠の充足率 
現状値（令和 5 年度） 

― 


